
東日本大震災発生15年となる

3月11日　午後2時46分に

黙とうを捧げました。

定例会に提出された議案は、町長提出25議案で、いずれも慎重な
審議が行われ、原案どおり可決・同意されました。
また、5名の議員による一般質問を行い、3月16日に閉会しました。
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議決結果《３月定例会》
議案25件のうち、賛否が分かれた案件は6件でした。議案名中の「横芝光町」と「～について」は、省略表示しています。

賛成＝○　反対＝●

議　案
第13号

令和7年度国民健康保険特別会計補正予算（第3号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第14号

令和7年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第15号

令和7年度介護保険特別会計補正予算（第3号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第16号

令和7年度町営東陽食肉センター特別会計補正予算
（第3号）

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第17号

令和7年度病院事業会計補正予算（第3号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第18号

令和8年度一般会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第19号

令和8年度国民健康保険特別会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第20号

令和8年度後期高齢者医療特別会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第21号

令和8年度介護保険特別会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第22号

令和8年度町営東陽食肉センター特別会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第23号

令和8年度病院事業会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第24号

令和8年度農業集落排水事業会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第25号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めること
（伊藤　清美氏）

同　意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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令和8年3月定例会は、3月
3日に招集され15日間の会
期で開催されました。3月定例会

≪請願・陳情の提出方法≫

　町民の皆さんの意見や要望を町政に反映させるために、請願や陳情という方法があります。
請願には紹介議員が必要ですが、陳情には必要ありません。

◎提出方法　請願（陳情）は、議会の開会、閉会中を問わずいつでも提出することができます。
　　　　　　ただし、提出については、持参を原則といたします。

◎提 出 先　請願（陳情）は、議長あてに議会事務局へ提出してください。

◎そ の 他　 請願者（陳情者）は、住所を記載し、署名または記名押印をしてください。
　　　　　　 法人などの場合は、名称及び所在地を記載、代表者の署名または記名押印が必要です。
　　　　　　（鉛筆書きは不可）
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議決結果《３月定例会》
議案25件のうち、賛否が分かれた案件は6件でした。議案名中の「横芝光町」と「～について」は、省略表示しています。

賛成＝○　反対＝●

議　案
第 1号

専決処分の承認を求めること（令和7年度一般会計補
正予算（第4号））

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第 2号

専決処分の承認を求めること（令和7年度一般会計補
正予算（第5号））

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第 3号

専決処分の承認を求めること（令和7年度一般会計補
正予算（第6号））

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第 4号

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める
条例の制定

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第 5号

児童遊園条例の一部を改正する条例の制定 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第 6号

職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第 7号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例の制定

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第 8号

国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第 9号

町営住宅条例の一部を改正する条例の制定 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第10号

指定管理者の指定（集会所・共同利用施設） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第11号

指定管理者の指定（地域活動支援センター） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議　案
第12号

令和7年度一般会計補正予算（第7号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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会 計 名 令和８年度
当初予算額

令和７年度
当初予算額 増減額 増減率

（％）

一 般 会 計 126億3,000万円 143億4,000万円 △17億1,000万円 △ 11.9

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 24億5,900万円 26億  400万円 △1億4,500万円 △ 5.6

後期高齢者医療特別会計 4億3,300万円 3億6,500万円 6,800万円 18.6

介 護 保 険 特 別 会 計 27億2,100万円 26億8,000万円 4,100万円 1.5

東陽食肉センター特別会計 2億4,918万円 2億2,500万円 2,418万円 10.7

病 院 事 業 会 計
収益的支出 18億5,345万円 18億1,080万円 4,265万円 2.4

資本的支出 1億3,668万円 9,720万円 3,948万円 40.6

農 業 集 落 排 水
事 業 会 計

収益的支出 5,929万円 6,474万円 △545万円 △ 8.4

資本的支出 4,256万円 4,334万円 △78万円 △ 1.8

予 算 総 額 205億8,416万円 222億3,008万円 △16億4,592万円 △ 7.4

令和8年度各会計予算を可決
一般会計予算　総額126億3,000万円

≪令和8年度会計別予算状況≫

※ 特別会計、病院事業会計及び農業集落排水事業会計は、特定の事業をより円滑に効率よく進めるため一般会計とは別
に経理を行っています。

　6月定例会は、6月上旬から開催する予定です。議会開会中は、議会を傍聴することが
できます。
　なお、6月定例会の日程等詳細については、決定次第、防災行政無線及び町ホームペー
ジでお知らせいたします。
※ 会議録の掲載は、議会終了後、約3ヶ月を要します。現在、令和7年12月議会定例会ま
でご覧いただけます。

≪傍聴席での主な注意事項≫
・ 電子機器（携帯電話・カメラ・パソコン等）は使用
できません。
・ 録音機や拡声器類を携帯した方、酒気帯び等の方は
入場できません。
・飲食や喫煙はできません。
・ 私語、談話又は拍手をしたり、みだりに席を離れる
ことはできません。 ※HP議会会議録

議会を傍聴しませんか
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横芝光町議会だより


